


2議 会 だ よ り

議
案
第
一
号　

職
員
の
勤
務
時
間

及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

議
案
第
二
号　

職
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
三
号　

平
成
二
十
一
年
度

大
鹿
村
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
四
号　

平
成
二
十
一
年
度

大
鹿
村
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
五
号　

平
成
二
十
一
年
度

大
鹿
村
立
診
療
所
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
六
号　

平
成
二
十
一
年
度

大
鹿
村
営
水
道
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
七
号　

平
成
二
十
一
年
度

大
鹿
村
老
人
保
健
医
療
特
別
会
計

平
成
二
十
二
年
九
月
大
鹿
村
議
会
定
例
会
が
九
月
十
三
日

か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
九
日
間
の
会
期
で
開
会
さ
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
に
提
案
さ
れ
た
議
案
等
は
、付
議
事
件
十
九
件
、

す
べ
て
原
案
ど
お
り
承
認
・
可
決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。
請

願
一
件
は
審
議
の
結
果
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
一
般
質

問
は
二
名
の
議
員
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

付
議
事
件

平
成　

年
９
月 　
　
　
　
　

22
大
鹿
村
議
会
定
例
会
報
告

一
般
質
問

議
員
発
議

請　
　

願

発
議
第
一
号　

安
全
・
安
心
な
国

民
生
活
実
現
の
た
め
、
防
災
・
生

活
関
連
公
共
事
業
予
算
の
拡
充
と

国
土
交
通
省
の
地
方
出
先
機
関
の

存
続
を
求
め
る
請
願
書

た
の
が
ま
ず
か
っ
た
の
か
と
深
く

反
省
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

　

何
も
や
っ
て
い
な
い
と
言
う
お

言
葉
で
し
た
が
、
今
ま
で
に
公
開

し
た
の
が
二
十
件
あ
り
、
そ
の
内

十
二
件
個
人
同
士
の
話
し
合
い
に

よ
り
成
立
し
た
が
、
残
り
八
件
に

つ
い
て
は
古
す
ぎ
る
と
か
で
、
個

人
か
ら
の
取
り
下
げ
が
あ
り
ま
し

た
。

　

こ
の
と
こ
ろ
、
案
件
の
提
出
が

無
い
状
態
で
す
。

　

今
後
の
こ
と
で
す
が
、
何
も
し

て
い
な
い
の
で
は
な
く
予
算
に
も

あ
り
ま
す
が
、
地
域
お
こ
し
協
力

隊
、
定
住
促
進
の
空
き
家
活
用
も

入
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
年
度

後
半
か
ら
取
り
組
ん
で
行
き
た
い
。

「
北
島
千
良
穂
議
員
」

＊
村
が
行
う
公
共
事
業
の
あ
り
方

に
つ
い
て

（
村
長
）建
築
工
事
以
外
は
、
同
一

の
業
者
が
設
計
・
見
積
り
・
施
工

ま
で
行
っ
て
い
る
と
の
ご
指
摘
で

す
が
、
崩
落
土
砂
の
処
理
な
ど
緊

急
対
応
が
必
要
な
場
合
、
軽
微
な

維
持
工
事
な
ど
に
つ
い
て
測
量
の

手
間
不
足
の
場
合
、
又
特
殊
な
専

門
知
識
が
必
要
な
場
合
に
は
工
事

の
内
容
に
つ
い
て
測
量
・
設
計
・

数
量
の
提
案
を
受
け
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
内
容
の
審
査
及

び
単
価
、
工
事
金
額
の
算
定
に
つ

い
て
は
職
員
が
行
っ
て
お
り
ま
す
。

○
安
全
・
安
心
な
国
民
生
活
実
現

の
た
め
、
防
災
・
生
活
関
連
公

共
事
業
予
算
の
拡
充
と
国
土
交

通
省
の
地
方
出
先
機
関
の
存
続

を
求
め
る
請
願
書 

採
択

＊
村
長
の
施
政
方
針
に
つ
い
て

（
村
長
）積
極
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
議
員
さ
ん
の

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
郡
内
の
各

町
村
長
を
見
て
も
確
か
に
別
格
な

物
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
議
員
さ

ん
以
前
か
ら
ご
指
摘
の
若
者
と
の

話
し
合
い
を
心
が
け
て
い
る
と
こ

ろ
で
は
ご
ざ
い
ま
す
。
取
っ
掛
か

り
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
は
ご
ざ
い

ま
す
し
、一
、二
布
石
は
打
っ
て
あ

り
ま
す
が
形
と
し
て
出
て
き
て
い

な
い
処
が
実
情
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

対
処
療
法
的
な
事
は
し
て
き
た

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
行
政

は
計
画
行
政
が
基
本
で
あ
り
ま
し

て
、
総
合
振
興
計
画
は
来
年
度
樹

立
と
い
う
こ
と
で
、
新
た
な
取
組

み
が
な
か
な
か
出
来
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
は
ご
理
解
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

総
合
振
興
計
画
を
樹
立
し
て
い

く
中
で
皆
さ
ん
か
ら
ご
意
見
を
伺

う
こ
と
は
当
然
出
て
き
ま
す
、
そ

の
と
き
に
忌
憚
の
無
い
ご
意
見
を

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

＊
空
き
家
対
策
に
つ
い
て

（
村
長
）空
き
家
対
策
の
情
報
の
公

開
で
す
が
、
当
初
産
業
建
設
課
振

興
係
で
始
ま
り
、
そ
の
後
人
事
の

関
係
が
あ
り
ま
し
て
総
務
課
の
企

画
財
政
係
に
移
っ
て
担
当
部
署
、

担
当
者
が
か
わ
り
、
一
つ
の
仕
事

を
短
い
期
間
に
担
当
部
署
を
変
え

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
八
号　

平
成
二
十
一
年
度

大
鹿
村
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
九
号　

平
成
二
十
一
年
度

大
鹿
村
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い

て議
案
第
十
号　

平
成
二
十
二
年
度

大
鹿
村
一
般
会
計
補
正
予
算（
第

二
号
）に
つ
い
て

議
案
第
十
一
号　

平
成
二
十
二
年

度
大
鹿
村
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算（
第
二
号
）に
つ
い
て

議
案
第
十
二
号　

平
成
二
十
二
年

度
大
鹿
村
立
診
療
所
特
別
会
計
補

正
予
算（
第
二
号
）に
つ
い
て

議
案
第
十
三
号　

平
成
二
十
二
年

度
大
鹿
村
営
水
道
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
一
号
）に
つ
い
て

議
案
第
十
四
号　

平
成
二
十
二
年

度
大
鹿
村
介
護
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算（
第
一
号
）に
つ
い
て

議
案
第
十
五
号　

平
成
二
十
二
年

「
熊
谷
英
俊
議
員
」

度
大
鹿
村
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
補
正
予
算（
第
一
号
）に
つ
い

て議
案
第
十
六
号　

大
鹿
村
過
疎
地

域
自
立
促
進
計
画
の
承
認
に
つ
い

て議
案
第
十
七
号　

飯
田
市
と
の
間

に
お
い
て
締
結
し
た
定
住
自
立
圏

形
成
協
定
の
一
部
を
変
更
す
る
協

定
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
い
て

議
案
第
十
八
号　

長
野
県
地
方
税

滞
納
整
理
機
構
設
立
に
関
す
る
協

議
に
つ
い
て

議
案
第
十
九
号　

教
育
委
員
会
委

員
の
任
命
に
つ
き
同
意
を
求
め
る

に
つ
い
て
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「日本で最も美しい村連合」 

 　 5周年記念大会 
　　　　　　　in 白川村 

2005年10月、北海道美瑛町・北海道赤井川村・　2005年10月、北海道美瑛町・北海道赤井川村・

山形県大蔵村・岐阜県白川村・長野県大鹿村・徳

島県上勝町・熊本県南小国村の７町村により始まっ

た「日本で最も美しい村連合」。素晴らしい地域

資源を持ちながら過疎にある美しい町や村が、

「日本で最も美しい村」を宣言することで自らの

地域に誇りを持ち、将来にわたって美しい地域づ

くりを行うこと、住民によるまちづくり活動を展

開することで地域の活性化を図り、地域の自立を

推進すること、また、生活の営みにより作られて

きた景観や環境を守り、これらを活用することで

観光的付加価値を高め、地域の資源の保護と地域

経済の発展に寄与することを目的に、始めは皆手

さぐりの状態から始まりました。

　美瑛町、南小国町、大鹿村、上勝町、大蔵村でと毎年10月に総会を重ね、その総会ごとに同じ志を持つ全国の町

村や地域の仲間が増え、連合の知名度も年々アップしてきました。

　今年は連合設立５周年を迎え、世界遺産白川郷のある 岐阜県白川村において、「日本で最も美しい村連合」５周年

記念大会が、９月27日・28日の２日間に亘り開催されました。今回のメインは27日に行われた「日本で最も美し

い村」連合の「世界で最も美しい村」連合への加盟セレモニー。世界文化遺産合掌造り集落の近くにある観光施設

「合掌造り民家園」で行われたセレモニーには

「世界で最も美しい村」連合会会長で「フランス

で最も美しい村」協会会長のモーリス・シャベ

ル氏、世界連合会副会長で「イタリアで最も美

しい村」協会会長フィオレッロ・プリミ氏より、

「日本で最も美しい村」連合の浜田会長（美瑛町

長）に認定証が手渡されました。この加盟を機に 

加盟町村は、郷土で受け継いできた文化、景観

の保護等を世界と共に進めることを誓いました。

　また、この日の臨時総会では新たに、長野県

高山村、福島県飯舘村、福島県北塩原村、奈良

県十津川村、鳥取県智頭町、沖縄県多良間村、

福岡県八女市星野村が加盟承認され、連合は39

の町村と地域の団体となりました。



4

差引額歳　出歳　入会　　　計

2,26017,78720,047国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

3711,79311,830村 立 診 療 所 特 別 会 計

1010,24010,250村 営 水 道 特 別 会 計

0260260老 人 保 健 医 療 特 別 会 計

34116,09916,440介 護 保 険 特 別 会 計

11,7271,728後期高齢者医療特別会計

収入額税　　目

3,214村 民 税

17,495固 定 資 産 税

398軽 自 動 車 税

244村 た ば こ 税

52入 湯 税

要　　　　　　　　因増減額項　　目

大鹿発電所の減価償却等による固定資産税の減△ 1,140村 税

算定方法、単位費用等の見直しによる減4,513地方交付税

地域活性化臨時交付金の増33,000国庫支出金

(社)歌舞伎保存会解散に伴う残余財産の寄付等の減△ 3,592寄 付 金

減債基金繰入金の増1,572繰 入 金

林道落石死亡事故に係る賠償保険金等による増6,168諸 収 入

過疎対策事業債の減　臨時財政対策債の増△ 1,430村 債

●平成21年度に実施した主な事業

歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳 入入入入入入入入入入入入入入歳 入
　歳入総額の内、村の自主財源は、村税を中心に6億3,691万円余りで全体の24.5％しかなく、残りの
75.5％は地方交付税を中心とした依存財源に頼っています。これらは今後の国の施策に左右され、今
後も厳しい歳入状況が続くと思われます。

歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳 出出出出出出出出出出出出出出歳 出
　歳出では、地域活性化交付金事業により普通建設事業費を中心に大幅な増加。これに加え、鳥倉林
道の落石死亡事故を受け、安全対策のため林道・村道事業を中心に事業費が増加しました。経常的な
経費は人件費・物件費及び公債費等では減少したものの、維持補修費等の増加により全体として増え
ています。今後も、財政の健全化を確保しながら行政課題に対応できる効率的な財政運営を進めてい
きます。

決算額事　業　名一般会計

2,116定額給付金

総 務 費

242村外通勤者補助

1,040行政バス購入経費

382衆議院選挙等経費

590除雪関係経費

1,837地籍調査事業

915社会福祉協議会補助金

民 生 費

3,991生活支援ハウス等改修工事

2,032身体障害者施設入所福祉サービス

948指定管理委託

2,467保育所関係経費

250患者輸送車運営経費

衛 生 費

219予防事業（予防接種、検診、指導等）

1,035合併浄化槽設置費補助

1,852し尿処理経費

2,869ごみ収集運搬処理経費

709有害鳥獣駆除経費

農 林 水
産 業 費

7,970園芸施設設置事業

517中山間直接支払い事業

1,280農道整備事業（改良・維持他）

22大豆価格安定事業

228森林整備地域活動支援交付金

23,481林道整備事業（改良・舗装・維持工事）

4,774
森林造成事業（間伐、枝打ち、作業道整
備等）

258私有林造林事業補助

決算額事　業　名一般会計

1,349村路線バス運行委託

商 工 費
485商工振興事業補助

2,589大西公園整備事業

110観光協会補助

1,146村道維持（沢井線、南山線他）

土 木 費
12,537村道改良（沢井線、中沢線他）

1,295河川維持（桐久保沢、和合沢他）

3,406村営住宅改修工事（文満）

3,754広域消防負担金

消 防 費
951消防団活動経費

4,545消防施設等経費

166高校通学バス等補助

626松下家他文化財保存維持経費

教 育 費
826中央構造線博物館等文化施設維持等経費

589スクールバス運行

596公民館活動、建物維持修繕等経費

55,754起債の元利償還金（借入金の返済）公 債 費

13,577基金への積立金（預金）基 金 費

平成21年度平成21年度 決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算にににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててててててててててについて

●村税の 内訳●歳入額増減の主な要因 単位：万円単位：万円

単位：万円

●特別会計 単位：万円

　平成２１年度の一般会計及び特別会計の決算が９月定例会で認定されました。
　一般会計の決算額は、歳入が26億98万円、歳出が24億8,990万円で、昨年に比べ歳入は20.6％、歳出は22.1％それ
ぞれ増加しました。増加した主な要因は国の経済対策による交付金で、生活対策臨時交付金が1億3,741万円、経済
危機対策臨時交付金が1億4,195万円（歳入額）などとなっています。
　歳入歳出差引額は11,108万円で、そのうち平成22年度へ繰り越す財源を除いた実質収支額は4,926万円となりまし
た。
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平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成2222222222222211111111111111年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度平成21年度 決決決決決決決決決決決決決決決算算算算算算算算算算算算算算算

前年度対比決　算　額
歳　出

前年度比比較20年度21年度

△ 2.2%△ 472,1852,138議 会 費

25.1%6,61926,35432,973総 務 費

△ 18.9%△ 6,77035,72628,956民 生 費

22.5%3,33914,86518,204衛 生 費

113.0%23,55220,84944,401農林水産業費

66.9%2,7494,1076,856商 工 費

16.7%3,18319,00322,186土 木 費

54.3%3,3396,1479,486消 防 費

61.5%5,5098,95114,460教 育 費

△ 100.0%△ 2,8652,8650災 害 復 旧 費

23.3%10,52445,23055,754公 債 費

△ 22.7%△ 3,99017,56613,576諸 支 出 金

22.1%45,142203,848248,990計

前年度対比決　算　額
歳　入

前年度比比　較20年度21年度

△ 5.1%△ 1,14022,54321,403村 税

△ 6.0%△ 1873,1382,951地 方 譲 与 税

△ 10.5%△ 43834利子割交付金

△ 27.3%△ 3118配当割交付金

0.0%44株式等譲渡所得割交付金

3.8%451,1701,215地方消費税交付金

△ 39.6%△ 4631,170707自動車取得税交付金

118.3%123104227地方特例交付金

4.0%4,513111,567116,080地 方 交 付 税

22.2%125466分担金及び負担金

17.4%5202,9923,512使用料及び手数料

319.2%33,00010,33743,337国 庫 支 出 金

△ 2.8%△ 42315,21714,794県 支 出 金

△ 24.6%△ 3011,222921財 産 収 入

△ 99.0%△ 3,5923,63038寄 附 金

11.7%1,57213,42815,000繰 入 金

101.6%5,9795,88211,861繰 越 金

130.6%6,1684,72210,890諸 収 入

△ 7.7%△ 1,43018,48017,050村 債

20.6%44,389215,709260,098計

単位：万円
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豊丘村喬木村高森町松川町大鹿村項　　　　目

7,033人6,874人13,475人14,036人1,209人人　　 口（Ｈ２２．３．３１住民基本台帳）

2,026世帯2,159世帯4,132世帯4,485世帯545世帯世 帯 数 （　 　 〃　 　 ）

76.85k㎡66.62k㎡45.26k㎡72.9k㎡248.35k㎡面　 　 積

29.7％30.6％26.5％28.0％51.2％６５歳以上の人口割合（Ｈ２２．３．３１住民基本台帳）

53万円52万円40万円42万円206万円１人当りＨ２１年度
普通会計歳出決算額 37億5,156万円35億4,264万円53億3,455万円58億8,011万円24億8,990万円決算総額

38.3％42.9％35.1％36.8％44.6％普通会計収入額に占める、地方交付税の割合

24億9,919万円23億5,941万円37億5,470万円41億3,099万円13億8,601万円標 準 財 政 規 模

0.3010.2700.4280.3990.185財 政 力 指 数

74.0％79.0％79.6％84.6％74.4％経 常 収 支 比 率

34万円41万円8万円25万円158万円１人当り普通会計の基金
（積立金）残高 23億9,583万円28億1,049万円11億1,667万円34億5,301万円19億898万円積立金総額

49万円39万円47万円35万円165万円１人当り普通会計の借金
（地方債）残高 34億6,350万円26億6,964万円63億8,614万円49億2,581万円19億9,929万円借金総額

90人90人207人180人49人総 人 数職員数（Ｈ２２．４．１現在） 
※特別会計・企業会計を含む全会
計の職員数。嘱託等臨時職員
を含み、特別職は除く。

62人55人90人105人39人うち正規職員

12.8人13.1人15.4人12.8人40.5人人口千人当り

※各指標の「住民一人あたり」数値は、Ｈ２２．３．３１住民基本台帳人口を用いた。

■各種財政指標の説明

 標準財政規模 数値が高いほど標準的な一般財源の規模が大きい

　普通会計のうち、標準的な一般財源の規模を示すもので、毎年経常的に収入が見込まれる標準的収入額　 
　（計算の方法は概ね、「町村税」＋「地方譲与税等」＋「普通交付税」）

　★県内町村平均；　28億9,054万円　 ／ 県内市町村平均；　73億2,505万円　（平成20年度決算数値）

 財 政 力 指 数 数値が高いほど財政力が強い

　自治体の財政基盤の強弱を示す数値で、標準的な行政運営に必要な財源を
どれくらい自力で調達できるかを表すものです。この数値が「１」に近いほ
ど、町村の行政運営を町村税で賄えているということで、反対にこの数値が
低いほど地方交付税に依存していることとなります。

　★県内町村平均；　0.417　 ／ 県内市町村平均；　0.583　（平成20年度決算数値）

 経常収支比率 数値が高いほど財政構造が硬直化している

　経常一般財源（毎年連続して経常的に入ってくる財源の中で、町村税や交
付税などその使途が特定されず自由に使える財源）総額のうち、経常経費
（人件費、扶助費、公債費など義務的性格の経常経費）に充当された部分の
割合を示します。自治体の財政運営の弾力性を測る指標です。

　★県内町村平均；　83.5％　 ／ 県内市町村平均；　87.6％　（平成20年度決算数値）

村の状況

村の状況
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財政健全化判断比率の状況について
　国は、現行の地方財政再建促進特別措置法では、一般会計の赤字を対象にした指標があるだけで、公営企業

会計や観光事業会計などに膨大な赤字を抱えている県や市町村等の地方公共団体の財政悪化を早期発見できな

い構造的欠陥があることから、制度自体を抜本的に見直すこととなり、平成19年6月に「地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（財政健全化法）」を公布しました。

　この法律は、財政の悪化状況を見極める四つの健全化判断指標（健全化判断比率）を導入して自治体の財政

状況を全体的に把握し、これまで対象にしてこなかった国民健康保険をはじめとする事業会計や上下水道事業

等の公営企業会計、更には第三セクターの不良債務などもチェック対象とするなど、自治体財政への監視基準

を強化することで、財政危機の早期発見と健全化を促し、財政悪化による住民生活への影響を最小限に止める

ことを狙っています。　

　平成21年度決算に基づく財政健全化に係る各指標の内容を、下伊那北部5町村と対比しながらお知らせします。

豊丘村喬木村高森町松川町大鹿村財政健全化の指標

―――――（ Ａ ）実 質 赤 字 比 率

―――――（ Ｂ ）連結実質赤字比率

11.2%13.0%16.9%18.2%19.0%（ Ｃ ）実 質 公 債 費 比 率

―
(▲14.0%)

―
(▲43.4%)109.6%―

(▲3.0%)
―

(▲87.0%)（ Ｄ ）将 来 負 担 比 率

（該当しない場合は「－」にて表示）

■健全化判断比率（4指標）の説明
 実 質 赤 字 比 率（Ａ） ：【早期健全化基準（イエローカード）15％、財政再生基準（レッドカード）20％】

　一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で、一般会計等の決算額が、黒字の場合はマイナ

ス比率となり、赤字比率は「該当なし」となります。

　一般会計や国民健康保険等の事業会計、上下水道等の公営企業会計並びに第三セクターへの負担等全ての会計を

対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で、全会計等の決算額が、黒字の場合はマイナス比率となり、赤

字比率は「該当なし」となります。

 連結実質赤字比率（Ｂ）：【早期健全化基準（イエローカード）20％、財政再生基準（レッドカード）40％】

　一般会計や国民健康保険等の事業会計、上下水道等の公営企業会計並びに第三セクターへの負担等全ての会計を

対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で、全会計等の決算額が、黒字の場合はマイナス比率となり、赤

字比率は「該当なし」となります。

実質公債費比率（Ｃ） ：【早期健全化基準（イエローカード）25％、財政再生基準（レッドカード）35％】

　標準財政規模に対して、一般会計や上下水道等の公営企業会計並びに第三セク

ターへの負担等全ての会計が負担する実質的な公債費（元利償還金）がどれくら

いの比率であるかを表し、この数値が高いほど公債費（借金返済金）の割合が高

く、財政を圧迫していることとなります。

　当村では、繰上償還等により前年比▲1.8％の改善がなされました。

将 来 負 担 比 率（Ｄ） ：【早期健全化基準（イエローカード）350％】

　一般会計等が、将来負担すべき実質的な負債（上下水道等の公営企業会計並びに第三セクターへの負担等を含む）

の標準財政規模（補正値）に対する比率で、将来負担額より基金（貯金）等充当可能な財源が多いと、この比率は

マイナス表示となります。

村の状況
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　８月14日に毎年恒例の夏祭りが開催されました。朝からあいにくの天気でしたが雨天決行となり、途中激

しく降ることもありましたが、魚のつかみどりからはじまり、今年はじめてのツリークライミング、ビンゴ

ゲーム大会、美翔蓮、大鹿太鼓等々盛大に行なわれました。夜の花火大会も風がなく煙の状態を見ながらの

打ち上げとなりましたが無事最後まで行なうことが出来ました。皆様のご協力に感謝致します。

　８月20日～24日の５日間、農山村留学が開催されました。千葉市の大宮小学校、大宮台小学校、坂月小学

校の３校より、児童34名、教職員15名が大鹿村を訪れました。

　ホームステイ、大鹿小学校との交流会、川遊び、ハイキング、各種体験等々、夏の思い出がたくさん出来

ました。また、事業を遂行するにあたりまして、村民皆様の心温まるおもてなしに感謝申し上げます。

魚のつかみどり ビンゴゲーム大会
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　本年度の産業文化祭は、１１月７日（日）に大鹿村交流センターを会場にして開催します。

　つきましては、村民のみなさんが作られました農産物及び作品等多数出品していただき、

本年度の産業文化祭が盛大なものとなりますようご協力をお願いします。

　大河原下青木地区の青木川に架かる堂垣外（どうがいと）

橋が新たに架け替えられ、９月29日開通式が行われました。

この橋は青木川に架かる橋で、下青木自治会の和合地区と堂

垣外地区をつなぐ生活道路として大切な役割をしています。

　昭和40年に作られた以前の橋は幅３メートルの狭い橋で、

車の行き来にも不便を来たしていましたが、下流の「大西桜

橋」ができる平成12年までは大西公園や大西グランドへ渡る

ための主要な橋として、多くの村民や観光客が利用していま

したが老朽化も進んでいました。

　このたび、国の大河原床固工群工事に伴い架け替えとな

り、幅４メートル、長さ52メートルの橋に生まれ変わりまし

た。

　工事関係者、地元住民、国・村の関係者が出席する中式典

が行われ、テープカット後に参加者全員で橋を渡り完成の喜

びを噛みしめました。

　８月９日平谷村の

道の駅「信州平谷」で

開催された国土交通省

や飯田建設事務所主

催の「道の日フェスタ

in平谷」において道路

の美化活動に尽力した

として「アスナロボラ

ンティア」が表彰され

ました。
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2010国勢調査提出の確認について
 

　平成22年10月１日現在で、国勢調査が実施されています。

　調査票の提出がお済みでない場合は、至急、調査票にご記入の上、提出していただく

ようお願いします。

　また、調査票が市区町村に届いていることが確認できない場合には、10月下旬に調

査員が改めて訪問して回収します。

　国勢調査は、日本に住んでいる全ての人・世帯が対象となります。外国人の方も対象

となります。また、人口減少社会にある日本の未来を描く上で欠くことのできないデー

タを得るために実施するものです。

　国勢調査は「統計法」という法律に、調査票に記入して提出す

る報告義務が定められています。

　調査票を受け取っていない、調査票の追加が必要であるなど、

調査の連絡が必要な場合は下記までご連絡ください。

連絡先…大鹿村役場　総務課　企画財政係　�３９－２００１

平成22年分「青色申告決算説明会」開催のお知らせ
　飯田税務署では「青色申告決算説明会」を下表のとおり開催します。

■農業所得の方

会　　　　　場時　　　間開　催　日

南信酪農農協　下伊那事業所（高森町）10：00 ～ 12：00
12月３日（金）

松川町中央公民館13：30 ～ 15：30

JAみなみ信州　高森支所2階大会議室10：00 ～ 12：00
12月９日（木）

JAみなみ信州　みさと果実選果場（豊丘村）13：30 ～ 15：30

■営業・不動産所得の方

会　　　　　場時　　　間開　催　日

大鹿村役場　研修会議室10：00 ～ 11：3012月１日（水）

※ご不明な点につきましては、飯田税務署（�22－1165）までお気軽にお問い合わせ下さい。

　インターネットで国税に関するさまざまな申告や申請、納税ができる「国税電子申告・納税シ

ステム（e-Tax）」をご利用下さい。

　詳細は、e-Taxホームページ（http：//www.e-tax.nta.go.jp）をご確認ください。
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☆裁判員候補者名簿ができるまで
　裁判員候補者名簿は、市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿から、くじで無作為抽出した名簿を基に、全国

の地方裁判所で作成されます。

　裁判員候補者名簿に登録される人数は、予想される裁判員裁判対象事件の数などによって毎年変動しますが、

平成23年分の名簿に登録される人数は、全国で約31万6000人です（有権者全体に占める割合は、約330人に1人）。

☆裁判員候補者名簿記載通知について
　平成23年の裁判員候補者名簿に登録された方には、本年11月中旬に名簿に登録されたことの通知（名簿記載

通知）をお送りします。この通知は来年２月ころから平成24年２月ころまでの間に裁判所にお越しいただき、

裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをしていただくためのものです。

この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所にお越し

いただく必要はありません。

　また、名簿記載通知と併せて調査票をお送りいたします。この調査票は、裁判員候補者の方の事情を早期に

把握し、調査票のご回答の内容により、明らかに辞退が認められる場合等には裁判所にお越しいただくことの

ないようにして、裁判員候補者の方々の負担を軽減するためにお送りするものですので、お尋ねする項目に当

てはまらない方は、返送していただく必要はありません。

　辞退の申し出ができる時期や期間等に何らかの制限を設けているわけではありません。

　この調査票で辞退を申し出なかった場合でも、実際の事件の裁判員候補者に選ばれた際にお送りする質問票

で辞退を申し出ていただくことも、または裁判の当日（選任手続時）に辞退を申し出ていただくことも可能です。

　裁判員制度にご理解、ご協力をお願いします。

　尚、お聞きになりたいことなどございましたら長野地方裁判所事務局（�026-403-2008）までお問合せ下さ

い。

証明書の請求時には運転免許証等確認書類をお持ちください。
� ������������������������������������������������������������������������

顔見知りの方でも確認が必要です。ご協力をお願いします。
� ����������������������������������������������������������������������

個人情報の保護のため戸籍届出と各種証明書の交付時に、本人を確認できる書類が必要です。

【１種類の書類で確認する方法　（写真付の書類）】

　・①運転免許証、②パスポート、③住民基本台帳カード、④外国人登録証など

【２種類以上の書類を組み合わせる方法】　（写真なしの書類）

　・①健康保険証、②介護保険証、③年金手帳、④年金証書など

�

�

�

�

�������������������������

�������������������������

�
�
�
�

�
�
�
�

大鹿村役場　住民税務課　住民係　�３９－２００１
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　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。そ

の年の１月１日から12月31日までに納付した保険料が対象です。

　この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられていま

す。

　このため、平成22年１月１日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が本年10月下旬から11月上旬に日本年金機構本部から

送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（または領収書）を添付してくださ

い。 

　また10月１日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、

来年１月下旬に送付されます。

　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができ

ますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告して下さい。

　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のハガキに表示さ

れている年金事務所へお問い合わせ下さい。

詳しくは、飯田年金事務所（�０２６５－２２－３６４１）までお問い合わせ下さい。

����������������������国国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金便便便便便便便便便便りりりりりりりりりり民年金便り����������������������

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます 
～～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～～

平成22年

10月号

　老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています。（障害年金、

遺族年金は課税されません。） 

　課税対象となる受給者の方には、毎年11月上旬までに日本年金機構から扶養親族等申告書が送付さ

れますので、12月１日の提出期限までに必ず提出してください。 

　この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収額が決まります。もし提出を

忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますのでご注意下さ

い。 

　なお、年金以外に収入がある方は確定申告が必要です。

年金受給者の皆様へ

『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう！

平成23年分「扶養親族等申告書」が送付される方

年金額が108万円以上65歳未満
年　齢

年金額が158万円以上65歳以上
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　今年度から、季節性インフルエンザワクチンと新型インフルエンザワクチンを合わせたワクチン（３価ワクチン）

を接種します。

　ワクチンの変更により、下記のとおり接種回数や接種費用が変わりますので、ご承知ください。

　これにより、村の補助金も変更となります。

　大鹿村食生活改善推進協議会が、長野県食生活改善功労団体として表彰されました。

　表彰式は８月24日に飯田文化会館で行われた「第42回長野県食生活

改善推進大会」の式典において行われました。

　この表彰は、地区住民の健康を保持増進するため、多年に亘り食生

活改善事業に献身的に取り組んでいる団体（者）に贈られるものです。

　大鹿村の食生活改善推進協議会は昭和52年に発足し、会員は現在17

名です。

　当初は減塩活動、その後バランス食の普及、現在は親子料理教室等

を通じて食育に力を入れて活動しています。

　日々の生活の中で、「食べること」はとても大切です。大鹿村の皆さ

んが健康な生活を送れるよう願い、これからも元気に活動していきた

いと思います。

インフルエンザの予防接種について
�

�

�

�

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�
�
�

	
	
	

ワ ク チ ン の 種 類 季節性と新型を合わせたワクチン（３価ワクチン）

接　 種　 回　 数 ●１３歳以上 � １回　　　●１３歳未満 � ２回

接　 種　 料　 金 （大鹿村立診療所での接種料金です）

●１回目接種　3,000円　（13歳未満　2,000円）
●２回目接種　2,000円

接種自己負担額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回当り）

村の補助金窓口負担金

２，０００円1 , 0 0 0 円65 歳 以 上

3 , 0 0 0 円65 歳 未 満

２，０００円1 , 0 0 0 円高　 校　 生

３，０００～２，０００円0 円中 学 生 以 下

＊大鹿村立診療所以外で接種をされる方は、上記料金と異なります。

　他の医療機関で接種される方は保健福祉課までご連絡ください。

　住民税非課税世帯の方には国の基準による補助があります。
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　大鹿村は、固定資産税の課税をするうえで適正な評価を確保するため、実地調

査を行っております。家屋調査については次のとおりです。

１．家屋を新・増築したときに、建主に事前連絡などを行いながら評価を行う「新・増築調査」（店舗

や事務所、また車庫や物置など小規模な建物も対象となる場合があります。）

２．家屋課税台帳に登録されている内容（所在地番・用途・構造・床面積など）と比較し、増築や未調

査の家屋、取り壊しなどがある家屋を調査する「全戸調査」

　全戸調査は、既に課税されている家屋との公平を期し、公正で適正な課税を目的として実施するもの

です。調査方法は、税務係の職員が調査に行き、家屋の図面と実際の家屋を照らし合わせながら外観確

認します。確認のため聞き取りをする場合もありますので、調査中は、大変ご迷惑をお掛けしますがご

協力をお願いします。

　なお、調査に伺う際に職員は『固定資産評価補助員証』を携帯しています。

　◎お願い　建物の取り壊し・新築・増築をした場合又は、その予定がある場合は役場税務係（�39－2001）
　　　　　　までご連絡下さい。

�����������������������������������������������������������������������������������

　「Ｂｅａｕｔｙ」「おシャシャノシャン！」「素敵な金縛り」に続き、大鹿村を舞

台に、映画の撮影が行われます！

　監督は「闇の子供たち」「座頭市 ＴＨＥ ＬＡＳＴ」の阪本順治監督。そして主

演は「おシャシャノシャン！」に出演し、大鹿村に深い思い入れを抱いてくださっ

た俳優 原田芳雄さん。他、日本映画界の盟友の皆さん大鹿村に結集します。

　300年伝承されてきた「大鹿歌舞伎」を守り続ける村人達の、優しくてちょっぴ

り泣ける人情喜劇『いつか晴れるかな』。皆さんの応援よろしくお願い致します。

阪本順治監督

映画撮影に、エキストラ出演してくださる方を募集します！

11月13日（土）雨天の場合は翌14日に順延

村歌舞伎場面のお客さん　1000名！！！！
※詳細については、後日決定です。

　決定次第、ＣＡＴＶや同報無線、大鹿村のホームページ（http://www.vill.ooshika.nagano.jp/）で告知
させて戴きます。多くの皆さんのご参加、お待ちしています。

　 問い合わせ先 　大鹿村役場総務課企画財政係（� 0265－39－2001）

　　　　　　　　または　　大鹿村教育委員会（� 0265－39－2100）
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吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
し
か
し
た
だ
の
猫
に
あ
ら
ず
。
吾
輩
は
赤
石
岳
の
向

こ
う
側
か
ら
旅
し
て
き
た
猫
で
あ
る
。

　

『
信
州
猫
檀
家
』
と
い
う
静
岡
県
中
川
根
町（
現
在
の
川
根
本
町
）に
伝
わ

る
民
話
に
は
、
こ
ん
な
猫
が
登
場
す
る
。
今
回
は
こ
の
猫
檀
家
の
話
を
紹
介

し
よ
う
。

　

む
か
し
、
応
仁
の
乱
が
終
わ
っ
て
、
十
数
年
た
っ
た
明
応
（
一
四
九
二
年

か
ら
一
五
〇
〇
年
）
の
こ
ろ
、
上
長
尾
の
智
満
寺
の
宗
芸
和
尚
さ
ん
と
い
う

方
が
、
一
匹
の
猫
を
飼
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
、
こ
の
地
方
が
飢
饉
に
み
ま
わ
れ
、
人
々
の
食
料
が
と
ぼ
し
く

な
っ
て
き
て
い
ま
し
た
の
で
、
あ
る
日
、
和
尚
さ
ん
は
猫
に
向
か
っ
て
、

　

「
人
間
で
さ
え
、
食
べ
物
が
な
く
て
困
っ
て
い
る
。
本
当
に
気
の
毒
だ
が
、

こ
の
ま
ま
で
は
み
ん
な
の
手
前
、
食
べ
物
を
や
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
そ

う
だ
。
今
の
う
ち
に
、
ど
こ
か
食
べ
物
の
あ
る
と
こ
ろ
へ
行
き
な
さ
い
。」

　

と
い
う
と
、
和
尚
さ
ん
の
顔
を
じ
っ
と
見
て
い
た
猫
は
、
う
な
ず
い
て
、

　

「
和
尚
さ
ん
、
長
い
間
か
わ
い
が
っ
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。こ
の
御
恩
は
一
生
忘
れ
ま
せ
ん
。い
つ
か
必
ず
恩
返
し
を
し
ま
す
。」

　

そ
れ
か
ら
何
年
か
た
っ
た
こ
ろ
、
信
濃
国
大
河
原
村
（
現
在
の
長
野
県
下

伊
那
郡
大
鹿
村
）
で
は
名
主
の
娘
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
そ
の
お
葬
式
を
し
て

お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
突
然
、
空
か
ら
黒
い
雲
が
降
り
て
き
て
、
あ
ら

よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
娘
さ
ん
の
棺
を
つ
つ
み
こ
み
、
ま
た
空
に
昇
っ
て
い

き
ま
し
た
。

　

す
る
と
、
棺
の
中
は
不
思
議
な
こ
と
に
か
ら
っ
ぽ
で
、
娘
さ
ん
は
煙
の
よ

う
に
消
え
て
無
く
な
り
、
お
葬
式
は
大
騒
ぎ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
の
時
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
あ
の
智
満
寺
に
い
た
猫
が
現
れ
、

　

「
娘
さ
ん
を
取
り
戻
す
に
は
、
遠
江
国
山
香
庄
の
河
根
と
い
う
と
こ
ろ
に

智
満
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
の
和
尚
さ
ま
に
お
願
い
す
る
し

か
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
和
尚
さ
ま
は
、
人
並
み
す
ぐ
れ
て
修
行
を
つ

ん
だ
、
た
い
へ
ん
徳
の
高
い
情
け
深
い
お
人
で
、
お
願
い
す
れ
ば
、
必
ず
娘

さ
ん
を
取
り
戻
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
迷
っ
て
い
る
場
合
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。」

　

と
、
そ
れ
だ
け
言
う
と
、
そ
の
場
か
ら
立
ち
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

名
主
さ
ん
た
ち
は
、
す
ぐ
に
智
満
寺
に
き
て
和
尚
さ
ん
に
お
願
い
し
、
休

む
間
も
な
く
大
河
原
村
に
案
内
し
ま
し
た
。

　

和
尚
さ
ん
は
無
言
で
祭
壇
の
前
に
進
み
、
正
面
に
着
座
す
る
と
静
か
に
お

経
を
唱
え
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の
声
は
、
次
第
に
高
ま
っ
て
す
み
ず
み
ま
で

よ
く
伝
わ
り
、
す
る
と
不
安
だ
っ
た
人
々
の
気
持
ち
も
だ
ん
だ
ん
安
ら
い
で

き
ま
し
た
。

　

ど
の
く
ら
い
時
間
が
た
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ふ
た
た
び
も
と
の
静
け
さ

に
戻
る
よ
う
に
、
お
経
が
終
わ
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
娘

さ
ん
の
亡
骸
は
、
も
と
の
姿
の
ま
ま
で
安
ら
か
に
棺
の
中
に
戻
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
大
河
原
村
の
香
松
寺
は
、
そ
の
時
か
ら
智
満

寺
の
末
寺
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

香
松
寺
に
は
『
香
松
寺
記
』
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
見
る

と
、
か
ん
た
ん
に
宗
芸
和
尚
さ
ま
を
『
中
興
の
開
山
』
と
記
し
て
あ
り
、
こ

の
出
来
事
が
文
亀
元
年（
一
五
〇
一
年
）で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
時
か
ら
、
か
れ
こ
れ
五
〇
〇
年
近
く
も
の
長
い
間
、
上
長
尾
の
智
満

寺
と
信
州
の
香
松
寺
と
の
交
わ
り
が
続
い
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

実
際
に
、
智
満
寺
と
香
松
寺
は
今
で
も
本
寺
、
末
寺
の
関
係
に
あ
り
、
深

い
つ
き
合
い
が
続
い
て
い
る
。
香
松
寺
の
住
職
に
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
、
こ

の
話
の
当
時
、
ま
だ
大
河
原
に
寺
は
な
く
、
宗
芸
和
尚
が
や
っ
て
来
た
お
か

げ
で
名
主
の
娘
も
ね
ん
ご
ろ
に
葬
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
話
な
の
で
は
な

い
か
。
そ
し
て
こ
の
宗
芸
和
尚
が
御
所
平
に
結
ん
だ
庵
が
、
香
松
寺
の
は
じ

ま
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
香
松
寺
の
名
前
は
、
寺
を
開
く
時
の
支

援
者
と
な
っ
た
香
坂
氏
と
松
平
氏
に
由
来
す
る
と
聞
く
。

　

そ
の
香
松
寺
を
開
い
た
伝
浮
宗
芸（
で
ん
ぷ
そ
う
げ
い
）和
尚
と
い
う
人

は
、
教
え
を
広
め
る
た
め
に
川
根
か
ら
秋
葉
山
に
通
じ
る
街
道
を
歩
き
、
ま

た
秋
葉
山
か
ら
諏
訪
へ
と
通
じ
る
こ
の
秋
葉
街
道
を
北
上
し
て
き
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
な
ぜ
猫
な
の
か
？

　

智
満
寺
の
住
職
は
こ
う
説
明
し
て
く
れ
た
。「
こ
の
寺
は
昔
か
ら
猫
と
縁

が
深
く
、
今
で
も
一
〇
匹
く
ら
い
猫
が
い
ま
す
。
今
は
ど
こ
か
に
仕
舞
わ
れ

て
い
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の
昔
書
院
に
使
わ
れ
て
い
た
板
戸
に
は
二
〇
セ
ン
チ

四
方
く
ら
い
の
穴
が
開
い
て
い
ま
し
て
、
な
ぜ
か
と
問
い
ま
し
た
ら
、
猫
が

出
入
り
す
る
た
め
の
穴
だ
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。」

　

穏
や
か
な
語
り
口
の
住
職
が
、「
し
ょ
う
が
な
い
な
」
と
言
い
な
が
ら
も

今
も
門
前
に
捨
て
ら
れ
た
猫
を
面
倒
見
る
姿
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
。

　

こ
の
『
信
州
猫
檀
家
』
の
話
を
書
い
た
人
は
智
満
寺
の
檀
家
の
一
人
の
郷

土
史
家
だ
っ
た
そ
う
だ
が
、
寺
の
歴
史
と
猫
寺
の
相
を
呈
す
る
様
子
を
合
わ

せ
て
、
こ
ん
な
民
話
を
創
作
し
た
よ
う
だ
。

　

住
職
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
赤
石
岳
と
い
う
高
い
つ
い
た
て
を
隔
て
た
信

州
と
遠
州
を
結
ぶ
話
に
、
心
が
あ
た
た
ま
る
思
い
が
し
た
。



16

　「床下を無料で点

検します」と言って

見知らぬ業者が訪問

し、シロアリや湿気

で床下が腐りかけて

いるなどと告げ、シ

ロアリの消毒、換気扇の設置、床下工事などを高額

で契約させる手口を、「点検商法」と呼びます。

　床下の他にも、屋根や給排水、耐震強度など住宅

に関するものや、浄水器、換気扇、ふとんのダニな

ど様々な訪問理由があります。

　また、事前に、知らない業者から「点検にうかが

います」と電話で連絡があり、その後訪問してくる

場合もあります。

　「無料で点検してくれるなら」と、つい依頼してし

まいがちですが、点検を頼むと言うことは、その部

分に不安があることを業者に伝えているようなもの

です。また、無料点検はあくまでも点検後のセール

スを目的としているため、安易に点検を依頼しない

ほうが賢明です。無料で点検してもらったという負

い目から、その後の業者のセールスに対して断りに

くくなってしまう傾向もあります。

　相手が不安をあおるようなことを言っても鵜呑み

にしないでください。「今日中に契約していただけれ

ばサービスします」などと契約を急がせる場合には

要注意です。

　点検の必要があるときは、よく考えて慎重に業者

を決めましょう。

　もし契約してしまった場合でも、クーリング・オ

フ制度があります。クーリング・オフとは、契約書

を受け取った日から８日以内に文書で相手方に契約

の解除を通知すれば、解約できると言う制度です。

工事が終わっていても、契約から８日以内ならばクー

リング・オフは可能です。

　詳しくは、役場住民税務課か、飯田消費生活セン

ターまでお問い合わせください。

�大鹿村役場　　　　　　�０２６５－３９－２００１

�飯田消費生活センター　�０２６５－２４－８０５８

　長野県労働委員会では、労働者個人と事業主間のト

ラブルを解決するための「あっせん」を行っています。

　手続きは簡単・無料で、労使双方がご利用いただけ

ますので、お気軽にご相談下さい。（秘密は守られます。）

○トラブルの例･･･

・会社から納得できない理由で突然解雇（リストラ）

された

・パートで働いているが、何の説明もなく時給を下

げられた

・配転命令を出したが、従業員に納得してもらえない

○あっせんとは・・・

　原則として、公益委員（大学教授・弁護士など）、労働

者委員（労働組合役員）、使用者委員（企業経営者、使

用者団体役員）、事務局職員の四者で構成するあっせ

ん員が、労使双方の主張を確かめ、場合によってはあっ

せん案を示しながら、労使双方に働きかけ、

紛争の自主的解決を援助する制度です。

○あっせん実施場所は・・・

　県下四か所の労政事務所（長野・松本・上田・伊那合

同庁舎内）で申請をお受けし、お近くの地方事務所所

在地等で行います。

※「労働委員会」とは、労働組合法の規定に基づき設置

され、公正な立場で労働者と使用者間での紛争を迅

速・円満に解決する専門的で独立の権限を持った機

関です。

お問合せ先

長野県労働委員会事務局（長野県庁８Ｆ）

�　026－235－7468

Eメール roi@plef.nagano.lg.jp
ホームページ http://www.pref.nagano.lg.jp/roi/kashokai.htm

職場のトラブルでお困りの労働者・事業主の皆様へ
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※ドリーム割引運賃は、予約日と空席状況によって、運賃種別が変動する仕組みです。

１０月３1日からのダイヤ改正で、もっと便利に、もっと使いやすくなります！
信州まつもと空港発着のフジドリームエアラインズ（FDA）をぜひご利用下さい！

■FDAの信州まつもと空港発着便は１０月３１日にダイヤ

改正します。
◇新たに「松本―静岡」線が開設

　松本と静岡を結ぶ新しい路線が開設されます。静岡と観

光を始めとした新しい交流が期待されます。

◇実質的に鹿児島への路線として「松本－（静岡経由）－鹿

児島線」が開設

　「松本－静岡」線の機体で、引き続き「静岡－鹿児島」線

が運行されます。このため、静岡経由で乗り換えなしで、

鹿児島への空路が開かれます。FDAでは、松本から鹿児島

までの通し運賃を設定しています。

◇「福岡線」の利便性が向上

　福岡からの出発時間が、これまでの早朝（7：４０）から午後

（１３：４５）に変更されます。

　福岡（九州）での滞在時間も広がり、利用者の利便性が向上

します。

参　　考出　発　　　　　到　着路　線

松本発 １０：１０ → 札幌着 １１：３５
札幌線

札幌発 １２：０５ → 松本着 １３：４５

松本発 １５：４０ → 福岡着 １７：２５
福岡線

福岡発 １３：４５ → 松本着 １５：１０
同便を利用し、
静岡経由で鹿児
島への利用可能

松本発 １４：１５ → 静岡着 １５：１０
○新 静岡線

静岡発 ８：４５ → 松本着 ９：４０

■運賃（平成２２年１０月３１日～平成２２年１１月３０日）

割　　引　　運　　賃
大　　人
普通運賃

区　間 Ｆ３ドリーム
（搭乗日前日まで）

Ｆ２ドリーム
（搭乗日前日まで）

Ｆ１ドリーム
（搭乗日３日前まで）

33,800円27,800円23,000円35,600円松　本⇔札　幌

32,800円26,800円23,000円35,200円松　本⇔福　岡

13,800円9,800円9,000円14,500円松　本⇔静　岡

27,800円松　本⇔鹿児島

◇「札幌線」の利便性を維持

　札幌線の出発・到着時間は現行と３５分後ろにずれるだけ

で、ほぼ同じです。長野県からの利用者にとって使い勝

手の良いダイヤが維持されます。

■松本空港は駐車場が無料です！
　長野道「塩尻北インター」から空港までたったの５分。

　約330台無料駐車場完備。何日停めても無料です。

　施設がまとまっていて分かりやすく、お子様連れやご高

齢者にも安心です。

■空港の展望デッキが完全無料です！
　・晴れた日は展望デッキから雄大な北アルプスの眺めが

楽しめます。

　・日本一高いところにある空港（標高657.5m）での飛行機

の離発着をお楽しみ下さい。

■お問合せ先　信州まつもと空港利用促進協議会事務局（長野県企画部交通政策課内）�０２６－２３５－７０１９　FAX０２６－２３５－７３９６
　　　　　　　ホームページ　http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/koutuu/airport/airport.htm

■運行ダイヤ（平成２２年１０月３１日～平成２３年3月２６日）

林業退職金共済制度（林退共）
からのお知らせ

　林業の仕事をしていたことがありません

か？

　林退共では、昭和５５年以降林業事業所で

働いていた方で、林退共制度に加入してい

たが退職金をまだ受け取っていない方を探

しています。

　また、林業事業所で働いていたが、林退

共へ加入していたか分からない方もお調べ

いたしますので、お問い合わせ下さい。

 お心当たりの方は 

林業退職金共済事業本部  �03-5400-4334

へお問い合わせ下さい。

　林退共制度について詳しくはホームペー

ジでもご案内しています。

http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp
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１０月
　１７日 大鹿歌舞伎秋の定期公演

　１９日 ダンボール・牛乳パック収集日

　２０日 健康づくり講演会（豊丘村保健センター）

　２４日 粗大ごみ収集日

　２６日 ヘルス・スクリーニング

　２８日 廃プラスチック収集日

１１月
　２日 インフルエンザ予防接種

　５日 インフルエンザ予防接種

　７日 大鹿村産業文化祭

　９日 スチール缶・鉄類収集日

　 インフルエンザ予防接種

　１１日 廃プラスチック収集日

　１２日 インフルエンザ予防接種

　１６日 ビン・ペットボトル収集日

　２５日 廃プラスチック収集日

　３０日 チラシ・雑誌収集日

　下旬 埋立ごみ収集日

１２月
　２日 その他プラスチック収集日

　３日 インフルエンザ予防接種

　７日 アルミ缶・鉄類収集日

　９日 廃プラスチック収集日

　１４日 その他紙収集日

　２１日 新聞収集日

　２２日 廃プラスチック収集日

保育所運動会保育所運動会
　10月2日、保育所

では運動会が開催さ

れました。

　年長さん10名は

最後の運動会。

　みんなで力を合わ

せて練習したダンス

の発表は大成功！

中学校大鹿祭 歌舞伎公演会中学校大鹿祭　歌舞伎公演会
　9月25、26日の2日間、学校生活のメインイベントともなる

大鹿祭と歌舞伎公演が行われました。中学校は全校わずか20

名。そんな少人数を

感じさせない文化祭

の見事な企画・発表

と、歌舞伎公演の力

強さは圧巻でした。

　大成功、おめでと

う！

※１　金管１０重奏…トランペット�・ホルン�・トロンボーン�・ユーホニアム�・チューバ�

● ご年配の方から子どもたちまで楽しめる内容となっています。多くの皆様のご来場をお待ちしております。 ●

 記念コンサート 
ブラス・ランド～音の遊園地～

編　成　吉澤賢太郎とアーサーブラスコンソート

　　　　金管１０重奏※1、マリンバ、ピアノ

演奏曲　聖者の行進  等（皆様のご存知の曲を中心に１３曲）

　　　　日本の歌メドレー

　　　　大鹿小中学校  校歌（児童・生徒と一緒に）

１．開　　会

２．あいさつ　�実行委員長　�村　長

３．来賓祝辞

４．30年のあゆみ（映像による紹介）

５．小中学校 児童・生徒の発表

６．閉　　会

大鹿小中学校統合30周年記念式典
平成22年10月31日（日曜日）

午後１時から
大鹿小学校　体育館

 記念式典 




